
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・特別養護老人ホーム治田の里（はるたのさと） 

常に介護が必要で在宅生活が困難な要介護 3～5 の認定を受けた市民の方がご入居いただけます。食事、入浴、排

せつなどの身の回りの介護をはじめ、健康や栄養の管理、日常生活のお世話などをさせていただきます。 

・ショートステイ（短期入所生活介護） 

介護保険の要介護及び要支援認定を受けられた方を対象に、在宅での介護が一時的に困難になった際や、介護者

の休養のためなどに、短期間でご利用いただけます。担当のケアマネジャーが窓口となります。 

・グループホーム治田の里（はるたのさと） 

認知症の状態にある方が共同生活を送っています。家庭的な環境と地域住民の交流のもと、その方の能力に応じ

自立した日常生活が送れるようサポートいたします。 

 

治田の里 紹介動画 

    https://youtu.be/9oNlzbb4Irg 

 

 

 

 

特別養護老人ホーム・グループホーム 

治田の里（はるたのさと） 

〒520-3014 滋賀県栗東市川辺 627 

（代表）TEL.077-599-5002 

［受付時間］月〜土 8:30〜17:00 

治田の里 

入居者募集中

グループホーム 
地域密着型特別養護老人ホーム 

https://youtu.be/9oNlzbb4Irg

